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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月9日(2018.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　相手側コネクタは、第１相手側突出部と第２相手側突出部の２種類の相手側突出部を有
しており、コネクタは、第１受容部と第２受容部の２種類の受容部を有している。第１受
容部は、第２方向と第１方向とにおいて開いており、コネクタが相手側コネクタと嵌合し
た際に第１相手側突出部を受容して第１相手側突出部の動きを規制する。第２受容部は、
第３方向と第１方向とにおいて開いており、コネクタが相手側コネクタと嵌合した際に第
２相手側突出部を受容して第２相手側突出部の動きを規制する。ここで、第２方向と第３
方向との夫々は、第１方向と直交しており、第２方向と第３方向とは互いに異なっている
ことから、第１受容部による第１相手側突出部の規制と、第２受容部による第２相手側突
出部の規制とは、互いに補完している。そのため、上述したように、保持部材のサイズを
小さくしてコネクタ組立体の小型化を図りつつも、コネクタの相手側コネクタに対する嵌
合を適切にガイドすることができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　図１乃至図４を参照すると、本発明の実施の形態によるコネクタ組立体１０は、第１方
向に沿って互いに嵌合可能なコネクタ１００と相手側コネクタ３００とを備えている。本
実施の形態において、第１方向は、Ｚ方向である。本実施の形態のコネクタ１００と相手
側コネクタ３００とは互いに同一形状を有している。即ち、コネクタ１００と相手側コネ
クタ３００とは雌雄同体である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００２８】
　上述したように、第１受容部２５２、第２受容部２５４及び第３受容部２５６は第１方
向と直交する平面内において閉じていない。同様に、第１相手側受容部４５２、第２相手
側受容部４５４及び第３相手側受容部４５６は第１方向と直交する平面内において閉じて
いない。そのため、図２及び図３に示されるように、コネクタ１００が相手側コネクタ３
００と嵌合したとき、第１突出部２３２、第２突出部２３４及び第３突出部２３６や第１
相手側突出部４３２、第２相手側突出部４３４及び第３相手側突出部４３６は、いずれも
第１方向と直交する方向において外側に露出している。
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